
 

次期「滋賀県農業・水産業基本計画」の骨子案について 
 
１ 趣旨 

県では現在、令和３年（2021 年）10 月に策定した「滋賀県農業・水産業基本計画」に基づ

き令和 12年（2030年）を見据え、農業・水産業の振興に取り組んでいる。 

現計画は令和７年度（2025 年度）で計画期間の終期を迎えるため、現計画の施策評価の結果

や、生産者をはじめとする多様な主体の声、近年の農業・水産業を取り巻く環境の変化、国の

食料・農業・農村基本法の見直し状況を踏まえ、次期「滋賀県農業・水産業基本計画」を策定

する。 

 
２ 次期計画の基本的な枠組の考え方 

（１） 計画期間 

令和８年度（2026 年度）～令和 12 年度（2030 年度）までの５年間とする。 

（２） 計画の性格 

「滋賀県基本構想」を上位計画とする農業・水産業部門の基本計画として位置づけ、農

政水産行政の総合的な推進の指針とする。 

（３） 策定主体 

審議会答申、市町・関係団体の意見、県民政策コメントなどを踏まえて県が策定する。 

 
３ 検討の進め方 

（１） 滋賀県農業・水産業基本計画審議会での調査審議 

・附属機関設置条例に基づき、知事の諮問に応じて「農業または水産業に関する基本的

な計画の策定および変更」について調査審議。任期は当該諮問に係る調査審議が終了

するまでの期間。 

・知事の諮問（令和６年（2024年）７月 25日）後、５回程度の審議を経て答申。 

・委員は 15名 

（審議予定） 

第１回（令和６年７月 25 日） 「とりまとめの方向（現状・課題）」について 

第２回（令和６年 10 月 28 日） 「骨子素案」・「骨子案（たたき台）」について 

第３回（令和６年 12 月予定） 「骨子案」について 

第４回（令和７年４月予定） 「計画素案」について 

第５回（令和７年６月予定） 「計画原案」について 

答 申 

 

（２）県民、市町等から意見の反映 

・地域別意見交換会各地域（6地域） 

・関係機関意見交換会 

・生産者・飲食事業者・消費者向けアンケート調査 

・県内農業系高等学校向けアンケート調査 

・県立農業大学校向けアンケート調査 

・滋賀県民政策コメントの実施 

環境・農水常任委員会資料２ 
令和６年（２０２４年）１２月１３日 
農 政 水 産 部 農 政 課 
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４ スケジュール 

 部内に設置する策定チーム、各課からの意見徴収、部内課長会議、県政経営会議で検討し案

をとりまとめた上で、常任委員会ならびに審議会に諮る。 

 

令和５年度(2023 年度) 

11 月 部内策定チーム設置（チーム長：企画員、構成員：部内職員 15名） 

１月～３月 審議会委員選考 

12 月～３月 部内策定チームにおいて、「農業・水産業の目指す姿の検討」、「現状と課題の

把握にむけた社会情勢の変化および調査」等を実施 

 

令和６年度（2024 年度） 

５月中下旬  県内６地域での市町・生産者等と現状と課題について意見交換会等 

６月～７月  関係機関意見交換、アンケート調査実施 

７月 25日  第１回審議会（「とりまとめの方向（現状・課題）」） 

８月 30日  県政経営幹事会議 骨子素案について（論議） 

９月３日  県政経営会議 骨子素案について（論議） 

10 月 ７日  常任委員会（骨子素案） 

10月 28日  第２回審議会（骨子素案・骨子案（たたき台）） 

11 月８日   県政経営幹事会議（骨子案） 

11月 12日  県政経営会議（骨子案） 

12月 13日  常任委員会 

12月 26日 第３回審議会（骨子案・計画素案（たたき台）） 

１月～３月   県内６地域での市町・生産者等と骨子案について意見交換会等 

意見交換結果等を踏まえて、部内で計画素案の検討 

 

令和７年度（２０２５年度） 

４月   第４回審議会（計画素案）、常任委員会 

６月   第５回審議会（計画原案）、答申、常任委員会 

10 月   県民政策コメント 

11 月   議会への策定状況報告 

２月   県議会に提案 

３月   策定・公表 
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はじめに

第１章 基本理念

第２章 目指す2035年の姿

＜策定の背景＞現計画が令和7年度で計画期間の終期。近年の状況の変化を踏まえ、次期計画を策定する。
＜性格＞ 滋賀県基本構想を上位計画とし、本県農業・水産業の基本的な施策の展開方向を示す。県民と基本理念を共有する。

SDGsの達成に貢献し、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を次世代に継承する。
＜計画期間＞ 10年後（2035年）の目指す姿を実現するために実践する令和8年度（2026年度）から令和12年度（2030年度）までの５年間。

次期「滋賀県農業・水産業基本計画」 骨子案

気候変動や地球温暖化、自然災害等のリスクに対応するとともに、琵琶湖
を中心とする環境と調和した「琵琶湖システム」が、次世代に引き継がれる
ための取組として発展し、誰もがその取組を誇りに感じている。

農業・水産業の担い手が確保・育成されるとともに、生産者と消費者のつな
がりが深まり、誰もが農業・水産業との関わりを感じている。

滋賀の強みを活かして、未来を切り拓くことができる、力強い農業・水産業
が営まれている。

多様な人が関わる活動によって人と自然が共存する豊かな農山漁村に賑
わいが生まれ、その価値が高まるとともに、誰もがその恩恵を認識している。

（仮）つながり、つづく、 しがの農業・水産業

コロナ禍を経験した私たちは、みんなが、滋賀の「食と農」を通じた「幸せ」が実感できる

ことを目的に「人」「経済」「社会」「環境」の視点で取組を推進。

２.社会情勢の変化

・各産業分野での人材確保に向けた取組の進展

・生産資材・輸入食料の入手困難化

・オーガニック等環境に配慮した取組への関心の増加

・労働環境（テレワーク・移住）の変化

・スマート農業の普及

令和５年度末 （計画策定後３年目）の進捗状況

成果指標の評価は、年次目標の達成率に応じてＡ～Ｅの５段階とし、達成率が80％に
達していれば概ね順調（Ａ評価）とし、令和５年度の結果は下表のとおりとなった。

「生産者」どうしが協力し、

「生産者」と「流通・小売事業者」が、つながり

「流通・小売事業者」と「消費者」が、つながることで

本県農業・水産業が次世代へと引き継がれる。

世界農業遺産に認定された琵琶湖と共生する本県農業・水産業を次世代へ継承す
るためには、コロナ禍の経験を踏まえ、これまで以上に立場の異なる人々が協力し、
つながることが重要であることから、「（仮）つながり、つづく、しがの農業・水産業」と
いう基本理念を定め、施策を推進します。

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 集計中 計

項目数 ２５ ４ ５ ３ ３ 2 42

割合※ ６０% 10% 12% 7% ７% 5% 100％

※小数点以下四捨五入のため100%になりません

水稲新品種「きらみずき」の

開発・普及

新規漁業者の確保に向けた

取組

農村地域での多様な主体との

連携推進

１.基本理念の背景

３.基本的な考え方
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第３章 政策の方向性

第４章 政策の推進方法 参考資料
・2035年における滋賀県農業・水産業に影響を及ぼす社会情勢の変化
・SDGｓのゴール、ターゲットと関連する施策との関連性 他

・県民に対する情報提供
・分野別（農・畜・水産業、流通・販売等）の政策推進
・試験研究と普及活動による施策の推進 他

共通視点

(1) 担い手を確保・育成する ①次世代の本県農業・水産業を担う新規就農・就

業者の確保・育成

②未来の本県農業を担う中核的な農業者の育成

③子ども・若者が憧れる経営体の育成

(2) 農業・農村を支える多様な人材を

確保・育成する

①地域農業や農村を支える多様な主体の確保・育成

②農業・水産業に関わる支え手の拡大

(3) 農業・水産業の魅力発信による

ファン拡大

①食育によるファン拡大

②都市と農村の交流、農業・水産業体験等による

ファン拡大

③本県農業・水産業の魅力発信

(1)需要の変化に対応できる生産力

を確保する
①日本有数の米どころとしてのさらなる躍進

②麦大豆の安定供給を目指した取組の推進

③汎用性が高くスマート農業の導入にも対応する

基盤整備の推進

④持続可能な県産畜産物の生産

⑤水産資源の管理と持続的利用の推進

(2)地域の魅力や強みを生かした生

産を進める

①都市近郊の強みを生かす野菜、花き、果樹の億

円産地づくり

②茶などの輸出に対応した産地づくり

③地域を元気にする特産づくり

④琵琶湖ならではの自然資源を利用した漁業生

産の推進

(3)経営体質の強化を進める ①農業・水産業の担い手の経営体質強化

②省力・効率化につながる農業生産基盤の整備

視点

(４)消費喚起によるブランド力の向

上および販路拡大

①滋賀ブランドとして消費者が選ぶ近江米

②都市近郊の強みを生かした野菜、果物、花き等

の販売力の強化

③県産農畜水産物を世界へ

④県産農畜水産物の魅力発信や消費拡大

⑤農産物ブランドの育成・保護

視点

(1)農山漁村に関わる人を増やす ①棚田地域の保全活動継続に向けた関係・交流

人口の創出

②漁と魚と料理を堪能できる漁村の創造

(2)多様な主体との連携強化で農山漁

村の暮らしの維持・活性化を図る

①農作物の鳥獣被害を少なくする取組の推進

②農業分野における連携の推進

③異業種との連携による地域の活性化

④水産関連施設および漁場の利用適正化

(3)地域全体で生産基盤を守る ①農業・水産業生産基盤の整備

②多様な主体の連携・協働による地域資源の保

全・活用

（4）地域全体で多様な人材を確保・育

成する

①地域の魅力強化に向けた関係人口の創出

②地域と漁業団体が団結して取り組む漁村地域

の豊かな人材の確保

視点

（1）琵琶湖を中心とする自然環境と

調和のとれた農業・水産業を展開

する

①生産性と持続性を両立した環境こだわり農

業等の展開

②環境と調和した全国のトップランナーとして

のオーガニック産地の拡大

③環境と調和の取れた付加価値が伝わる生産・

流通・消費の好循環の実現

④漁場環境の保全再生と健全な循環による水

産資源の回復

(2)地球温暖化対応策のさらなる推進

に取り組む

①温暖化の進行を緩和する対策の展開

②温暖化による影響への適応策の展開

③2050年CO₂ネットゼロに向けた中長期的

な対応策の検討

(3)気候変動から生じる自然災害など

のリスクに対応する

①農業用ダム・ため池等の防災減災対策

②家畜伝染病等の発生に備えた体制整備

③気候変動リスクマネジメントの推進

政策 施策政策 施策

政策 施策

政策 施策

□ 新規テーマ

□ 琵琶湖システム関連
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